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工
業
所
有
権
に
関
す
る
手
続
等
の
特
例
に
関
す
る

法
律
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
工
業
所
有
権
に
関
す
る
手
続
等
の
特
例
に
関
す
る
法

律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

工
業
所
有
権
に
関
す
る
手
続
等
の
特
例
に
関
す

る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
年
通
商
産
業
省
令
第
四
十

一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
三
章

予
納
（
第
三
十
六
条
e

第
四
十

一
条
の
四
）」を
「
第
三
章

予
納
（
第
三
十
六
条
e

第

第
三
章
の
二

電
子
情
報
処
理
組
織

四
十
一
条
の
四
）

に
よ
る
納
付
手
続
（
第
四
十
一
条
の
五
e

第
四
十
一
条

の
八
）」
に
改
め
る
。

第
十
条
第
四
十
三
号
中
「
申
出
に
限
る
。）」
の
下
に

「
及
び
特
許
法
第
百
七
条
第
一
項
の
規
定
す
る
特
許
料

若
し
く
は
第
百
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
割
増
特
許

料
、
実
用
新
案
法
第
三
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
登

録
料
若
し
く
は
第
三
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
割
増

〔
省

令
〕

〇
工
業
所
有
権
に
関
す
る
手
続
等
の
特
例
に

関
す
る
法
律
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正

す
る
省
令
（
経
済
産
業
九
六
）

J

〔
告

示
〕

〇
日
本
工
業
規
格
へ
の
適
合
性
の
認
証
に
関

す
る
省
令
第
二
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第

四
号
ま
で
及
び
第
二
項
第
二
号
か
ら
第
五

号
ま
で
、
第
十
条
第
一
項
並
び
に
第
十
一

条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
三
号
の
規
定
に

基
づ
き
、鉱
工
業
品
又
は
そ
の
加
工
技
術
、

製
造
設
備
又
は
加
工
設
備
、
検
査
設
備
、

検
査
方
法
、
事
項
、
製
品
試
験
、
品
質
管

理
体
制
の
審
査
、
鉱
工
業
品
及
び
数
を
定

め
る
件
（
経
済
産
業
二
五
二
）

N

〇
航
空
法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
指
定
航
空

身
体
検
査
医
の
指
定
に
関
す
る
告
示
の
一

部
を
改
正
す
る
件（
国
土
交
通
一
〇
七
六
）

〇
航
空
身
体
検
査
証
明
の
た
め
の
身
体
検
査

を
行
う
医
療
機
関
等
の
指
定
に
関
す
る
告

示
の
一
部
を
改
正
す
る
件（
同
一
〇
七
七
）

Q

〔
官
庁
報
告
〕

国
家
試
験

第
五
十
六
回
作
業
環
境
測
定
士
試
験
の
実
施

（
厚
生
労
働
省
）

R

第
五
十
八
回
診
療
放
射
線
技
師
試
験
の
施
行

（
同
）

J
J

診
療
放
射
線
技
師
試
験
委
員
の
公
告
（
同
）

J
K

第
五
十
二
回
臨
床
検
査
技
師
国
家
試
験
の
施

行
（
同
）

臨
床
検
査
技
師
試
験
委
員
の
公
告
（
同
）

J
L

第
四
十
一
回
理
学
療
法
士
国
家
試
験
の
施
行

（
同
）

第
四
十
一
回
作
業
療
法
士
国
家
試
験
の
施
行

（
同
）

J
M

理
学
療
法
士
作
業
療
法
士
試
験
委
員
の
公
告

（
同
）

J
N

第
三
十
六
回
視
能
訓
練
士
国
家
試
験
の
施
行

（
同
）

視
能
訓
練
士
試
験
委
員
の
公
告
（
同
）

J
O

第
十
九
回
臨
床
工
学
技
士
国
家
試
験
の
施
行

（
同
）

臨
床
工
学
技
士
試
験
委
員
の
公
告
（
同
）

J
P

第
十
九
回
義
肢
装
具
士
国
家
試
験
の
施
行

（
同
）

義
肢
装
具
士
試
験
委
員
の
公
告
（
同
）

J
Q

第
十
四
回
あ
ん
摩
マ
ッ
サ
ー
ジ
指
圧
師
試
験

の
施
行
（
同
）

第
十
四
回
は
り
師
試
験
の
施
行
（
同
）

J
R

第
十
四
回
き
ゅ
う
師
試
験
の
施
行
（
同
）

K
I

あ
ん
摩
マ
ッ
サ
ー
ジ
指
圧
師
、
は
り
師
及
び

き
ゅ
う
師
試
験
委
員
の
公
告
（
同
）

K
J

第
十
五
回
歯
科
衛
生
士
試
験
の
施
行
（
同
）

歯
科
衛
生
士
試
験
委
員
の
公
告
（
同
）

K
K

〔
公

告
〕

諸
事
項

裁
判
所

公
示
催
告
、
破
産
、
免
責
、
再
生
関
係

K
K

特
殊
法
人
等

独
立
行
政
法
人
物
質
・
材
料
研
究
機
構
第

四
期
事
業
年
度
財
務
諸
表
、
独
立
行
政
法

人
防
災
科
学
技
術
研
究
所
平
成
十
六
事
業

年
度
財
務
諸
表
、
独
立
行
政
法
人
放
射
線

医
学
総
合
研
究
所
第
四
期
事
業
年
度
財
務

諸
表
、
独
立
行
政
法
人
教
員
研
修
セ
ン

タ
ー
平
成
十
六
事
業
年
度
財
務
諸
表
、
独

立
行
政
法
人
製
品
評
価
技
術
基
盤
機
構
工

業
標
準
化
法
第
五
十
七
条
の
規
定
に
基
づ

く
登
録
、
首
都
高
速
道
路
株
式
会
社
供
用

約
款
・
料
金
の
徴
収
施
設
及
び
そ
の
付
近

に
お
け
る
車
両
の
一
時
停
止
そ
の
他
の
車

両
の
通
行
方
法
、
阪
神
高
速
道
路
株
式
会

社
供
用
約
款
、
料
金
の
徴
収
施
設
及
び
そ

の
付
近
に
お
け
る
車
両
の
一
時
停
止
そ
の

他
の
車
両
の
通
行
方
法
（
阪
神
高
速
道
路

株
式
会
社
・
本
州
四
国
連
絡
高
速
道
路
株

式
会
社
・
東
日
本
高
速
道
路
株
式
会
社
）、

料
金
の
徴
収
施
設
及
び
そ
の
付
近
に
お
け

る
車
両
の
通
行
方
法
の
定
め
（
中
日
本
高

速
道
路
株
式
会
社
・
西
日
本
高
速
道
路
株

式
会
社
）、
企
業
年
金
基
金
変
更
、
プ
ロ

グ
ラ
ム
の
著
作
物
に
係
る
登
録
に
関
す
る

公
示
関
係

J
O
K

地
方
公
共
団
体

違
法
駐
車
車
両
保
管
、
行
旅
死
亡
人
、
無

縁
墳
墓
等
改
葬
、
公
示
送
達
、
旅
行
業
者

営
業
保
証
金
の
権
利
調
査
の
た
め
の
意
見

聴
取
会
及
び
仮
配
当
表
、
旅
行
業
者
営
業

保
証
金
の
権
利
実
行
の
た
め
の
配
当
表
関

係

J
R
P

会
社
そ
の
他

K
J
J

会
社
決
算
公
告

K
J
P

〇
経
済
産
業
省
令
第
九
十
六
号

特
許
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
一
号
）
第
百

七
条
第
五
項
た
だ
し
書
、
第
百
十
二
条
第
三
項
た
だ
し
書

若
し
く
は
第
百
九
十
五
条
第
八
項
た
だ
し
書
（
特
許
協
力

条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十

三
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
八
条
第
四
項
及
び
特
許
協
力

条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

（
昭
和
五
十
三
年
通
商
産
業
省
令
第
三
十
四
号
）
第
八
十

二
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
実
用

新
案
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
三
十

一
条
第
五
項
た
だ
し
書
、
第
三
十
三
条
第
三
項
た
だ
し
書

若
し
く
は
第
五
十
四
条
第
七
項
た
だ
し
書
、
意
匠
法
（
昭

和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
第
四
十
二
条
第
五
項

た
だ
し
書
、
第
四
十
四
条
第
三
項
た
だ
し
書
若
し
く
は
第

六
十
七
条
第
六
項
た
だ
し
書
、
商
標
法
（
昭
和
三
十
四
年

法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
四
十
条
第
六
項
た
だ
し
書
、
第

四
十
三
条
第
四
項
た
だ
し
書
若
し
く
は
第
七
十
六
条
第
六

項
た
だ
し
書
又
は
工
業
所
有
権
に
関
す
る
手
続
等
の
特
例

に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
年
法
律
第
三
十
号
）
第
三
条
第

一
項
若
し
く
は
第
四
十
条
第
六
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
基

づ
き
、
及
び
関
係
法
令
を
実
施
す
る
た
め
、
工
業
所
有
権

に
関
す
る
手
続
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
等
の

一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
七
年
十
月
三
日経

済
産
業
大
臣

中
川

昭
一

˜
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